
朝霞市移動販売事業者支援補助金交付要綱  

（趣旨） 

第１条  この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、人混

みを避け、閉じこもり傾向の高齢者等に対し、移動販売車が自宅付近まで出

向き、対面による買い物の場を提供することで、市民の買い物機会が確保で

きるだけでなく、住民同士の交流機会や高齢者、障害者、子育て世代等（以

下「高齢者等」という。）の見守り活動の創出等に寄与することから、それ

らを支える移動販売事業の安定した事業継続及び販売エリアの拡大等を支援

するために、朝霞市移動販売事業者支援補助金（以下「補助金」という。）

の交付に必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。  

（１）移動販売  市内において、不特定多数の高齢者等を対象に、日常生活  

に欠かすことのできない食料品等を、あらかじめ巡回するコースと時間  

を設定して販売する形態のものをいう。  

（２）見守り活動  移動販売において、地域の状況又は高齢者等の日常生活  

で異常と思われる状況を発見した時は、朝霞市や地域包括支援センター  

に連絡することをいう。  

（補助対象事業者）  

第３条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれかに該当する

者であって、商品の仕入れを行う事業主とする。 

（１）既に移動販売を実施している事業者  

（２）新たに移動販売の実施を予定する事業者  

（交付の条件）  

第４条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を  

付すものとする。 

 （１）１年を通じて、１週間に２回以上、移動販売を実施すること。  

（２）見守り活動を実施すること。  

（３）食品衛生法その他の移動販売事業に関する法令を遵守すること。  

（補助金額等） 

第５条 補助金は、移動販売車１台につき１回に限るものとし、当該補助金の 

額は３０万円とし、予算の範囲内で交付する。 

（交付申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市移動販売事業者支援補助



金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するも

のとする。 

（１）移動販売に係る経費（導入費用含む。）の予算が分かるもの  

（２）事業計画書その他の販売のスケジュール及びルートが記載されたもの  

（交付決定）  

第７条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を

審査し、補助金の交付を決定したときは、朝霞市移動販売事業者支援補助金

交付決定通知書（様式第２号）を当該申請をした者に通知する。  

 （補助金の請求）  

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定による通知を受けた

ときは、朝霞市移動販売事業者支援補助金請求書（様式第３号。以下「交付

請求書」という。）により市長に補助金の交付を請求するものとする。  

（補助金の交付 ) 

第９条 市長は、前条の交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交

付する。  

 （実績報告）  

第１０条 前条の規定による交付を受けた者は、当該交付に係る事業を行う年

度の年度末までに、朝霞市移動販売事業者支援補助金実績報告書（様式第４

号）に、次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出するものとする。 

（１）移動販売に掛かった経費の明細書  

（２）業務日誌その他の運行日ごとの販売場所及び利用人数等が分かるもの  

（補助金額の確定）  

第１１条  市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、これを  

審査し、補助の対象となる当該年度の事業が完了していることを確認後、交  

付すべき補助金の額を確定し、朝霞市移動販売事業者支援補助金確定通知書  

（様式第５号）を当該報告書を提出した者に通知する。  

 （補助金の返還等）  

第１２条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を求

めるものとする。 

（１）偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２）前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。  

  （関係書類の整備）  

第１３条  補助金の交付を受けた者は、移動販売に係る経費の収入支出等を明

らかにした書類及び帳簿を整備し、当該移動販売の完了の日に属する年度の



翌事業年度から５年間保管することとする。  

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。  

   附 則 

 この要綱は令和４年３月２５日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係）  

 

年  月  日  

 

     朝霞市移動販売事業者支援補助金交付申請書  

 

 朝霞市長 宛 

 

                （申請者）所在地  

                     名 称 

                     代表者           印 

 

 朝霞市移動販売事業者支援補助金交付要綱第６条の規定より、朝霞市移動販

売事業者支援補助金の交付を受けたいので下記のとおり申請します。  

 

記  

 

 １ 交付申請額                     円  

 

 ２ 補助対象事業に要する予定経費            円  

 

 ３ 補助対象事業開始予定日      令和４年   月   日  

  

 ４ 添付書類  

   ・移動販売に係る経費（導入費用含む。）の予算が分かるもの  

・事業計画書その他の販売のスケジュール及びルートが記載された  

 もの 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第７条関係）  

 

第     号  

  年  月  日  

 

    朝霞市移動販売事業者支援補助金交付決定通知書  

 

         様  

 

                     朝霞市長        印 

 

   年 月 日付けで申請のあった朝霞市移動販売事業者支援補助金につい

て、当該支援金の額を下記のとおり確定したので、朝霞市移動販売事業者支援

補助金交付要綱第７条の規定により通知します。  

 

記  

 

 １ 交付決定額                円 

 

 ２ 支払方法          概算払い     

 

 ３ 交付条件  

（１）補助対象事業の執行にあたっては、朝霞市移動販売事業者支援補助金  

交付要綱に従わなければならない。  

（２）補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、  

かつこの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後  

５年間保管しておかなければならない。  

 （３）補助対象事業の変更又は中止をしようとするときは、あらかじめ市長  

の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限  

りでない。  

 （４）朝霞市移動販売事業者支援補助金交付要綱第１２条に該当すると認め  

られたときは、補助金の交付決定を取消し、返還を求めることがある。  

 

 

 



様式第３号（第８条関係）  

 

  年  月  日  

 

 朝霞市移動販売事業者支援補助金請求書  

 

朝霞市長   宛 

 

            （請求者）所在地  

                     名 称 

                     代表者           印 

 

朝霞市移動販売事業者支援補助金について、朝霞市移動販売事業者支援補助

金交付要綱第８条の規定により下記のとおり請求します。  

 

記  

 

１ 交付決定額                円 

 

２ 補助金請求額              円 

  

 ３ 振込先  

金融機関名  本支店名等  分類  
口座番号  

（右詰めで記入）  
（フリガナ）  

口座名義  

 

銀行  
農協  
金庫  
信金  
信組  

本店  
支店  

普通  
・  
当座  

        

 

金
融
機
関  
番
号  

    

店  
番  
号  

   

 

 

 

 

 



様式第４号（第１０条関係）  

 

年  月  日  

 

朝霞市移動販売事業者支援補助金実績報告書  

 

 朝霞市長 宛 

 

                （報告者）所在地  

                     名 称 

                     代表者          印  

 

 

 交付決定通知のあった標記補助事業について、朝霞市移動販売事業者支援補

助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり報告します。  

 

記  

 

 １ 補助対象事業に要する経費              円  

  

 ２ 添付書類  

（１）移動販売に掛かった経費の明細書  

（２）業務日誌その他の運航日ごとの販売場所及び利用人数等が分かるもの  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第１１条関係）  

 

       第         号  

 年   月  日  

 

    朝霞市移動販売事業者支援補助金確定通知書  

 

         様  

 

                    朝霞市長        印 

 

   年  月  日付けで実績報告のあった朝霞市移動販売事業者支援補助

金について、当該補助金の額を下記のとおり確定したので、朝霞市移動販売事

業者支援補助金交付要綱第１１条の規定により通知します。  

 

記  

 

       補助確定額             円 

 


